
議案第３２号 

芽室町国民健康保険税条例中一部改正の件 

芽室町国民健康保険税条例を次のとおり一部改正しようとするものであります。 

令和８年６月１日提出 

芽室町長 手 島  旭 

芽室町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

芽室町国民健康保険税条例（昭和28年条例第23号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「介護納付金」という。）」の次

に「及び子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の規定による子ども・子育て

支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、

同項に次の１号を加える。 

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（道の国民健康保険に関する特別会計において負

担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に

充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項ただし書中「66万円」を「67万円」に改め、同条第３項中「属する」

の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳

以上被保険者（地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第703条の

４第30項に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以

上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額が３万円を超える場

合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、３万円とする。 

第３条第１項中「地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）」を

「法」に、「100分の8.71」を「100分の8.33」に改める。 

第５条中「28,981円」を「28,824円」に改める。 

第６条第１号中「第10条」の次に「、第14条の５」を加え、「28,766円」を

「28,376円」に改め、同条第２号中「14,383円」を「14,188円」に改め、同条第３号

中「21,574円」を「21,282円」に改める。 

第７条中「100分の2.67」を「100分の2.48」に改める。 

第９条中「9,356円」を「9,158円」に改める。 
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第10条第１号中「9,287円」を「9,016円」に改め、同条第２号中「4,643円」を

「4,508円」に改め、同条第３号中「6,965円」を「6,762円」に改める。 

第11条中「100分の2.04」を「100分の2.00」に改める。 

第13条中「9,337円」を「9,159円」に改める。 

第14条中「7,324円」を「7,147円」に改め、同条の次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第14条の２ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.29

を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額） 

第14条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者一人について900円とす

る。 

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均

等割額） 

第14条の４ 第２条第５項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者一人に

ついて200円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割

額） 

第14条の５ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,000円 

(２) 特定世帯 500円 

(３) 特定継続世帯 750円 

第28条第１項中「66万円」を「67万円」に改め、同項各号列記以外の部分中「並び

に」を「、」に改め、同項中「場合には、17万円）」の次に「並びに同条第５項本文

の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同項第１号ア

中「20,287円」を「20,177円」に改め、同号イ（ア）中「20,137円」を「19,864円」

に改め、同号イ（イ）中「10,069円」を「9,932円」に改め、同号イ（ウ）中

「15,102円」を「14,898円」に改め、同号ウ中「6,550円」を「6,411円」に改め、同

号エ（ア）中「6,501円」を「6,312円」に改め、同号エ（イ）中「3,251円」を

「3,156円」に改め、同号エ（ウ）中「4,876円」を「4,734円」に改め、同号オ中
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「6,536円」を「6,412円」に改め、同号カ中「5,127円」を「5,003円」に改め、同号

に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）一人について 

630円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険

者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）一

人について 140円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 700円 

（イ） 特定世帯 350円 

（ウ） 特定継続世帯 525円 

第28条第１項第２号中「30万５千円」を「31万円」に改め、同号ア中「14,491円」

を「14,412円」に改め、同号イ（ア）中「14,383円」を「14,188円」に改め、同号イ

（イ）中「7,192円」を「7,094円」に改め、同号イ（ウ）中「10,787円」を「10,641

円」に改め、同号ウ中「4,678円」を「4,579円」に改め、同号エ（ア）中「4,644

円」を「4,508円」に改め、同号エ（イ）中「2,322円」を「2,254円」に改め、同号

エ（ウ）中「3,483円」を「3,381円」に改め、同号オ中「4,669円」を「4,580円」に

改め、同号カ中「3,662円」を「3,574円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）一人について 

450円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険

者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）一

人について 100円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 500円 

（イ） 特定世帯 250円 

（ウ） 特定継続世帯 375円 

第28条第１項第３号中「56万円」を「57万円」に改め、同号ア中「5,797円」を
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「5,765円」に改め、同号イ（ア）中「5,754円」を「5,676円」に改め、同号イ

（イ）中「2,877円」を「2,838円」に改め、同号イ（ウ）中「4,315円」を「4,257

円」に改め、同号ウ中「1,872円」を「1,832円」に改め、同号エ（ア）中「1,858

円」を「1,804円」に改め、同号エ（イ）中「929円」を「902円」に改め、同号エ

（ウ）中「1,393円」を「1,353円」に改め、同号オ中「1,868円」を「1,832円」に改

め、同号カ中「1,465円」を「1,430円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）一人について 

180円 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険

者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）一

人について 40円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 200円 

（イ） 特定世帯 100円 

（ウ） 特定継続世帯 150円 

第28条第２項第１号ア中「4,347円」を「4,324円」に改め、同号イ中「7,245円」

を「7,206円」に改め、同号ウ中「11,592円」を「11,530円」に改め、同号エ中

「14,491円」を「14,412円」に改め、同項第２号ア中「1,403円」を「1,374円」に改

め、同号イ中「2,339円」を「2,290円」に改め、同号ウ中「3,742円」を「3,664円」

に改め、同号エ中「4,678円」を「4,579円」に改め、同項に次の１号を加える。 

(３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定

める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 135円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 225円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 360円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 450円 

第28条第３項中「及び」を「並びに」に改め、同項各号列記以外の部分中「均等割

額」の次に「及び18歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第１号中「第24条の30の

５」を「第24条の30の６」に改め、同項に次の３号を加える。 
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(７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額 当該出産被保険者につき第14条の２の規定により算定した所得割額の12分

の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につき第14条の３の規定により算定した被保険

者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その

減額後の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(９) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳

以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第14条の４の規定により算定し

た18歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の18歳以上被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第28条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の３月

31日以前である被保険者（以下「18歳未満被保険者」という。）がある場合におけ

る当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額（当該納税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均

等割額（前３項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均

等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の芽室町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 
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説 明 

国民健康保険法施行令及び地方税法施行令等の一部改正並びに北海道の示す標準税

率を踏まえ、本条例を改正しようとするものであります。 
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芽室町国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯

主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した

次に掲げる額の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯

主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した

次に掲げる額の合算額とする。 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関す

る特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用

（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民

健康保険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事

業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち、道の国民

健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高齢

者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」とい

う。）、介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による納

付金（以下この条において「介護納付金」という。）及び子ど

も・子育て支援法（平成24年法律第65号）の規定による子ど

も・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て

支援納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除

く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関す

る特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用

（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民

健康保険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事

業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち、道の国民

健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高齢

者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」とい

う。）及び介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による

納付金（以下この条において「介護納付金」という。）の納付

に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康

保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(２)・(３) －略－ (２)・(３) －略－ 

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のう ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

参
考
資
料
１
 

-
1
0
1
-



改正案 現 行 

ち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（道の国民

健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支

援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てる

ための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が67万円を超える場合においては、基

礎課税額は、67万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が66万円を超える場合においては、基

礎課税額は、66万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被

保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が26万円を超える場

合においては、後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算

定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が26万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。 

４ －略－ ４ －略－ 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保

険者（地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）

第703条の４第30項に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同

じ。）につき算定した18歳以上被保険者均等割額を加算した額と

する。ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正案 現 行 

ども・子育て支援納付金課税額は、３万円とする。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所

得に係る法第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所

得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）に100分の8.33を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所

得に係る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」とい

う。）第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金

額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額

等」という。）に100分の8.71を乗じて算定する。 

２ －略－ ２ －略－ 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て28,824円とする。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て28,981円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第６条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める額とする。 

第６条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」

という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、第10

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」

という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、第10
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改正案 現 行 

条、第14条の５及び第28条第１項において同じ。）及び特定継

続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特

定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他

の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第10条、

第14条の５及び第28条第１項において同じ。）以外の世帯 

28,376円 

条及び第28条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特定

同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯で

あって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年

を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者が

いない場合に限る。）をいう。第３号、第10条及び第28条第１

項において同じ。）以外の世帯 28,766円 

(２) 特定世帯 14,188円 (２) 特定世帯 14,383円 

(３) 特定継続世帯 21,282円 (３) 特定継続世帯 21,574円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所

得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所

得割額） 

第７条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に

100分の2.48を乗じて算定する。 

第７条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に

100分の2.67を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額） 

第９条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て9,158円とする。 

第９条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て9,356円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額） 

第10条 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第10条 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,016円 (１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,287円 

(２) 特定世帯 4,508円 (２) 特定世帯 4,643円 
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改正案 現 行 

(３) 特定継続世帯 6,762円 (３) 特定継続世帯 6,965円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第11条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係

る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.00を乗じて算定する。 

第11条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係

る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.04を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第13条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保

険者１人について9,159円とする。 

第13条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保

険者１人について9,337円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第14条 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について7,147

円とする。 

第14条 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について7,324

円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の所得割額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

第14条の２ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額

等に100分の0.29を乗じて算定する。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第14条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者一人に

ついて900円とする。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿_ 

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18

歳以上被保険者均等割額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第14条の４ 第２条第５項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以

上被保険者一人について200円とする。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正案 現 行 

額の世帯別平等割額） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第14条の５ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,000円 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(２) 特定世帯 500円 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿_ 

(３) 特定継続世帯 750円 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第28条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が67万円を超える場合には、67万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得

た額（当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26万

円）、同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合

には、17万円）並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援納付

金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）の合算額とす

る。 

第28条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が66万円を超える場合には、66万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得

た額（当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26万円）

並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える場合

には、17万円）の合算額とする。 

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額が43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額が43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得
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金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規

定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額

の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が

55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法

第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35

条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項

に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満

の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者

に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者

等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規

定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額

の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が

55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法

第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35

条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項

に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満

の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者

に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者

等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額

を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 20,177円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 20,287円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 19,864円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 20,137円 

（イ） 特定世帯 9,932円 （イ） 特定世帯 10,069円 

（ウ） 特定継続世帯 14,898円 （ウ） 特定継続世帯 15,102円 
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改正案 現 行 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について 6,411円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について 6,550円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,312円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,501円 

（イ） 特定世帯 3,156円 （イ） 特定世帯 3,251円 

（ウ） 特定継続世帯 4,734円 （ウ） 特定継続世帯 4,876円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納

付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について 6,412円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納

付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について 6,536円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯に

ついて 5,003円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯に

ついて 5,127円 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）一人について 630円 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第

２項に規定する世帯主を除く。）一人について 140円 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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改正案 現 行 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 700円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（イ） 特定世帯 350円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ウ） 特定継続世帯 525円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額が43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき31万円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当す

る者を除く。） 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額が43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき30万５千

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該

当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 14,412円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 14,491円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,188円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,383円 

（イ） 特定世帯 7,094円 （イ） 特定世帯 7,192円 

（ウ） 特定継続世帯 10,641円 （ウ） 特定継続世帯 10,787円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について 4,579円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について 4,678円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額 エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額
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改正案 現 行 

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,508円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,644円 

（イ） 特定世帯 2,254円 （イ） 特定世帯 2,322円 

（ウ） 特定継続世帯 3,381円 （ウ） 特定継続世帯 3,483円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納

付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について 4,580円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納

付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について 4,669円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯に

ついて 3,574円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯に

ついて 3,662円 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）一人について 450円 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第

２項に規定する世帯主を除く。）一人について 100円 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 500円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（イ） 特定世帯 250円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ウ） 特定継続世帯 375円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得 (３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得
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改正案 現 行 

金額の合計額が43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき57万円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当

する者を除く。） 

金額の合計額が43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき56万円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当

する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 5,765円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 5,797円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,676円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,754円 

（イ） 特定世帯 2,838円 （イ） 特定世帯 2,877円 

（ウ） 特定継続世帯 4,257円 （ウ） 特定継続世帯 4,315円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について 1,832円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について 1,872円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,804円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,858円 

（イ） 特定世帯 902円 （イ） 特定世帯 929円 
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改正案 現 行 

（ウ） 特定継続世帯 1,353円 （ウ） 特定継続世帯 1,393円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納

付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について 1,832円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納

付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について 1,868円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯に

ついて 1,430円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯に

ついて 1,465円 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）一人について 180円 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第

２項に規定する世帯主を除く。）一人について 40円 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 200円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（イ） 特定世帯 100円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ウ） 特定継続世帯 150円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日

以後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」と

いう。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被保

険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算

定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものと

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日

以後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」と

いう。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被保

険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算

定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものと
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改正案 現 行 

した場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

した場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人に

ついて次に定める額 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人に

ついて次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 4,324円 ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 4,347円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 7,206円 イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 7,245円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 11,530円 ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 11,592円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 14,412円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 14,491円 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,374円 ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,403円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 2,290円 イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 2,339円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 3,664円 ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 3,742円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,579円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,678円 

(３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児一人について次に定める額 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 135円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 225円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 360円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 
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改正案 現 行 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 450円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の

89第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」とい

う。）が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得

割額並びに被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額（第

１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その

減額後の被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額）は、

当該所得割額並びに被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等

割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額を減額して得た額とする。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の

89第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」とい

う。）が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得

割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）は、

当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(１) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 

当該出産被保険者につき第３条の規定により算定した所得割額

の12分の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方税

法施行規則第24条の30の６に定める場合には、出産の日。以下

同じ。）の属する月（以下「出産予定月」という。）の前月

（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月まで

の期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

(１) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 

当該出産被保険者につき第３条の規定により算定した所得割額

の12分の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方税

法施行規則第24条の30の５に定める場合には、出産の日。以下

同じ。）の属する月（以下「出産予定月」という。）の前月

（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月まで

の期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

(２)～(６) －略－ (２)～(６) －略－ 

(７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第14条の２の

規定により算定した所得割額の12分の１の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正案 現 行 

額 ＿ 

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第14

条の３の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定

する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(９) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者に

つき第14条の４の規定により算定した18歳以上被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の18歳以上被保険者均等割額）の12分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日

以後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「18歳未満被保

険者」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課

する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該

納税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保

険者均等割額（前３項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当

該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を

減額して得た額とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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改正案 現 行 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用

する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の芽室町国民健康保険税条例の規定は、

令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和

７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によ

る。 

 -
1
1
6
-



参考資料２ 

令和８年度芽室町国民健康保険税率等について 

 

■現行税率と改正後税率の比較 

【現行税率】              【税率改正後】   

 

 

区分 税率等 課税限度額  区分 税率等 課税限度額 

所得割 8.71％ 

66 万円 

所得割 8.33％ 

67 万円 均等割 28,981 円 均等割 28,824 円 

平等割 28,766 円 平等割 28,376 円 

 

 

 

区分 税率等 課税限度額  区分 税率等 課税限度額 

所得割 2.67％ 

26 万円 

所得割 2.48％ 

26 万円 均等割 9,356 円 均等割 9,158 円 

平等割 9,287 円 平等割 9,016 円 

 

 

 

区分 税率等 課税限度額  区分 税率等 課税限度額 

所得割 2.04％ 

17 万円 

所得割 2.00％ 

17 万円 均等割 9,337 円 均等割 9,159 円 

平等割 7,324 円 平等割 7,147 円 

 

 

 

区分 税率等 課税限度額  区分 税率等 課税限度額 

所得割  

 

令和 8 年度から新設 

所得割 0.29％ 

３万円 

均等割 均等割 900 円 

18 歳以上

均等割 

18 歳以上

均等割 
200 円 

平等割 平等割 1,000 円 

 

基礎賦課分 

後期高齢者支援金分 後期高齢者支援金分 

介護納付金分 介護納付金分 

基礎賦課分 

子ども・子育て支援納付金分 子ども・子育て支援納付金分 
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■軽減判定所得に乗じる額における改正内容 

 

【現行】                【改正後】 

区分 軽減判定所得に乗じる額  区分 軽減判定所得に乗じる額 

 

５割軽減 

基礎控除 43 万円 

＋加算額 30 万 5 千円 

×被保険者数＋10 万円 

×（給与所得者等の数－１） 

  

５割軽減 

基礎控除 43 万円 

＋加算額 31 万円 

×被保険者数＋10 万円 

×（給与所得者等の数－１） 

 

２割軽減 

基礎控除 43 万円 

＋加算額 56 万円 

×被保険者数＋10 万円 

×（給与所得者等の数－１） 

  

２割軽減 

基礎控除 43 万円 

＋加算額 57 万円 

×被保険者数＋10 万円 

×（給与所得者等の数－１） 
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